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 陳 情 文 書 表         （平成２９年  ８  月３０日受理）  

受 理 番 号 件             名  

陳情第８０ 号 保育園の入園選考時の利用調整指数の改正に関する陳情  

付 託 委 員 会 厚生委員会  

 

（要 旨）  

 調 布市 保育 園の 利用 調整 に関 して ，保 育の 利用 調整 指数 表（ 調整 指数 ･

http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1258522205982/index.  

html）に おけ る「 ２． 世帯 に対 する 調整 指数 」の 項目 ５， ６が 不公 平か

つ不 合理 であ るた め削 除を 陳情 いた し ま す。 詳細 及び 該当 項目 が不 公正

かつ 不合 理で ある 理由 につ きま して は下 記の 概要 説明 書を 御参 照く ださ

い。  

（概 要説 明書 ）  

１  問題 の背 景と 説明  

 保 育園 待機 児童 が社 会問 題と なっ てお りま す。 平成 29年度の 認可 保

育所 申し 込み 状況 表（ http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/content  

s/1396260047171/index.html）では ，０ 歳児 ，１ 歳児 の倍 率は それ ぞ

れ 2.34， 2.01とな って おり ，多 くの 待機 児童 がい る状 況で す。  

 調 布市 の認 可保 育所 へ定 員を 超え て申 し込 みが あっ た場 合に は ， 実

施指 数（ 基準 指数 及び 調整 指数 ）に 基づ き ， 優先 順位 を決 定し ，選 考

を行 って いま す（ 基準 指数 ： http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/ 

contents/1258522205982/files/kijunsisuu.pdf調整 指数 ： http://w 

ww.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1258522205982/file s/tyous 

eisisuu.pdf）。  

 今 回， 問題 であ ると 考え てい る点 は， 調整 指数 にあ りま す項 目５ ，

６  

  ・１ 年以 上前 から ，父 母と もに 就労 を継 続し てい て， 同時 に児 童

http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/content
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を有 償の 認可 外保 育施 設等 に月  160時間 以上 預け てい る場 合： ２

点  

  ・６ か月 以上 前か ら１ 年未 満の 間で ，父 母と もに 就労 を継 続し て

いて ，同 時に 児童 を有 償の 認可 外保 育施 設等 に月  160時間 以上 預

けて いる 場合 ：１ 点  

とい う調 整指 数に つい てで す。  

 「 認可 外保 育施 設等 」は 主に 東京 都認 証保 育所 です 。 2017年８月 30

日時 点で 確認 しま した とこ ろ， ０歳 児で はあ きが なく ，１ 歳児 １名 ，

２歳 児２ 名の あき があ るの みで す（ http://www.city.chofu.tokyo.jp  

/www/genre/0000000000000/1281327972011 /index.html）。あ る認 証

保育 所説 明会 で， 質問 した とこ ろ，  100名以 上の 待機 があ ると 回答 が

あり ，認 証保 育所 の競 争率 は認 可保 育所 以上 に高 い状 態で す。  

 こ のよ うな 状況 下に おい て， 調整 指数 を実 施す ると ，仮 に他 の指 数

が同 条件 であ るな らば ，   

  （ａ ）既 に保 育所 が見 つか って いて ，親 が育 児休 業か ら復 職で き

てい る家 庭  

  （ｂ ）育 児休 業か ら復 職を 希望 して いる が， 待機 とな って いて 親

が復 職で きて いな い家 庭  

のう ち， （ａ ）を 優先 する こと にな りま す。 育児 休業 は通 常は １年 で

すの で， １歳 児入 所が でき なけ れば ，保 育所 に入 れず ，離 職を 余儀 な

くさ れる こと にな りま す 。  

 こ の状 況は 極め て不 合理 であ りま すの で， この 指数 を廃 止で きな い

か， 調布 市子 ども 生活 部保 育課 保育 ・幼 稚園 係に 問い 合わ せを 行い ま

した が， この 調整 指数 の根 拠に つい て明 確な 説明 がな く， 改善 もさ れ

なか った ため ，陳 情 い たし ます 。  

 な お， 児童 福祉 法施 行規 則第 二十 四条 に認 可保 育所 の 選 考調 整に つ

いて ，  

  市町 村は 、法 第二 十四 条第 三項 の規 定に 基づ き、 保育 所、 認定 こ

ども 園（ 子ど も・ 子育 て支 援法 （平 成二 十四 年法 律第 六十 五号 ）第

二十 七条 第一 項の 規定 によ る確 認を 受け たも のに 限る 。 ） 又は 家庭

的保 育事 業等 の利 用に つい て調 整を 行う 場合 （法 第七 十三 条第 一項
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の規 定に より 読み 替え て適 用す る場 合を 含む 。 ） には 、保 育の 必要

の程 度及 び家 族等 の状 況を 勘案 し、 保育 を受 ける 必要 性が 高い と認

めら れる 児童 が優 先的 に利 用で きる よう 、調 整す るも のと する 。  

との 規定 があ りま す。 前述 （ａ ）， （ｂ ）の うち ，「 保育 を受 ける 必

要性 が高 い」 のは 論を また ない とこ ろ で あり ます 。  

２  認証 保育 所の 選考 につ いて  

 認 可保 育所 が， （ｂ ）よ りも （ａ ）を 優先 して 選考 を行 った とし て

も， 結果 的に 認証 保育 所に あき が出 て， その 分が 保育 が必 要な 待機 児

童に 回る ので はな いか とい う 御 指摘 があ るか もし れま せん 。認 可保 育

所の 選考 は， 調整 指数 に基 づき ，就 労の 証明 や （ 非） 課税 証明 書の 提

出に よる 所得 の情 報な どを 精査 して 透明 性， 公平 性が ある 程度 確保 さ

れ， また ，前 述の 児童 福祉 法に おい ても 公平 性が 確保 され てい ます 。

しか し， 認証 保育 所の 選考 は各 保育 所に 任さ れて おり ，不 透明 です 。

説明 会に おい て質 問を して も ,「先 着順 」 ,「月 齢， 男女 が均 等に なる

よう にす る」 など ，保 育を 受け る必 要性 ，公 平性 ，透 明性 があ りま せ

ん。  

 ま た， 認可 保育 所に おい ては ，入 所， 入園 後に 復職 の証 明を 提出 し ,

真に 保育 を受 ける 必要 性が ある 家庭 が優 先さ れる よう にな って おり ま

す。  

３  なぜ ，そ のよ うな 調整 指数 が設 けら れた か  

 調 布市 から 該当 の調 整指 数の 採用 根拠 とし て， 下記 の回 答が ござ い

まし た。  

  国か らの 平成 26年９月 10日 付け 通知 「子 ども ・子 育て 支援 法に 基

づく 支給 認定 等並 びに 特定 教育 ・保 育施 設及 び特 定地 域型 保育 事業

者の 確認 に係 る留 意事 項等 につ いて （府 政共 生第  859号・ 26文 科初

第  651号・雇 児発 0910第２ 号） 」上 で， 認可 外保 育施 設等 を利 用し

てい るお 子さ んに つい て， 保育 所の 優先 利用 の対 象と して 例示 され

てい るこ とか ら， 優先 利用 の取 扱い を行 って おり ます 。（ 以降 ，こ

の例 示を 単に 「例 示」 と表 記し ます 。）  

調布 市な どの 東京 都区 市町 ，い わゆ る保 育園 激戦 区は 全国 的に 見れ ば

少数 であ り， 認可 外保 育施 設等 （東 京都 では 認証 保育 所） へ入 所が 困
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難な 地域 は少 ない です 。  

 希 望す れば ，簡 単に 認可 外保 育施 設へ 入所 でき る地 域で は， 認可 外

保育 施設 等を 利用 して いて 認可 保育 所を 希望 して いる 児童 を， （認 可

外保 育施 設へ 簡単 に入 所で きる にも かか わら ず） 認可 外保 育施 設を 利

用し ない で， 認可 保育 所を 希望 して いる 児童 より も優 先す るこ とは 合

理的 であ ると 考え られ ます 。  

 国 から はあ くま で「 例示 」と いう こと で示 され てい るこ とか ら， 国

は市 町村 がそ れぞ れの 実情 に応 じて ，実 施指 数を 適切 に設 定す べき で

ある と考 えて いる と読 み取 れま すが ，調 布市 の実 施指 数設 定方 法は ，

調布 市の 実情 を考 慮せ ず， 無為 に例 示に 従っ てい るの みで あり ，思 考

停止 と言 わぎ るを 得ま せん 。こ れで は， 地方 自治 体の 存在 意義 があ り

ませ ん。  

 例 示は ，  

  ６． 育児 休業 を終 了し た場 合  

  （例 ）  

  ・育 児休 業取 得前 に特 定教 育・ 保育 施設 等を 利用 して おり 、特 定

教育 ・保 育施 設等 の利 用を 再度 希望 する 場合  

  ・育 児休 業取 得前 に認 可外 保育 施設 等を 利用 して おり 、特 定教  

育・ 保育 施設 又は 地域 型保 育事 業の 利用 を希 望す る場 合  

  ・１ 歳時 点ま で育 児休 業を 取得 して おり 、復 帰す る場 合  

とな って いま す。 前述 （ａ ）の 「既 に保 育所 が見 つか って いて ，親 が

育児 休業 から 復職 でき てい る家 庭」 は既 に育 児休 業を 終え てお り， 例

示で 想定 する 「６ ．育 児休 業を 終了 した 場合 」に は含 まれ てお らず ，

例示 で想 定し てい る状 況と 調布 市の 設定 する 当該 の調 整指 数と は全 く

異な るも のに なっ てお りま す。 また ，例 示の ３番 目の 項目 につ いて は

何も 考慮 され てい ませ ん。  

 さ らに ，調 布市 から の回 答で は触 れて いな い点 です が， 通知 には ，  

  「優 先利 用」 の対 象と して 考え られ る事 項に つい て例 示を する と ､

次の とお りで ある こと 。た だし 、そ れぞ れの 事項 につ いて は、 適用

され る子 ども ・保 護者 、状 況、 体制 等が 異な るこ とが 想定 され るた

め、 運用 面の 詳細 を含 め、 実施 主体 であ る市 町村 にお いて 、そ れぞ
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れ検 討・ 運用 する 必要 があ るこ と。  

とあ りま すが ，「 実施 主体 であ る市 町村 にお いて 、そ れぞ れ検 討・ 運

用」 され てい ると は考 えら れま せん 。  

４  これ まで の経 過  

 こ れま での 質問 及び 調布 市か らの 回答 の概 要を 御説 明い たし ます 。

2016年 12月 23日に ，上 記の 問題 点に つい て， 調布 市の ホー ムペ ー ジ よ

り質 問を 行い まし た。 私が 気づ いて いな いこ とで ，こ の実 施指 数が 合

理的 であ ると 考え る理 由が ある かと いう 点に つい ても 確認 しま した 。  

 最 初の 御回 答で は， まず 第一 に  

  認証 保育 所を はじ めと する 認可 外保 育施 設を 利用 して いる お子 さ

んの 多く は， 既に 認可 保育 所の 入所 が待 機と なっ てい る方 であ り，

加え て， 認可 保育 所と 比較 する と高 いコ スト を御 負担 いた だい てい

るの が現 状で す。  

とい う回 答が あり まし た。 確か に， 認証 保育 所の 保育 料が 高い こと は

事実 です が， 離職 しな けれ ばな らな いコ スト とは 比べ るま でも あり ま

せん 。こ の点 は指 摘し まし たが ， 御 回答 ござ いま せん でし た。  

 次 の理 由と して ，前 述の 「子 ども ・子 育て 支援 法に 基づ く支 給認 定

等並 びに 特定 教育 ・保 育施 設及 び特 定地 域型 保育 事業 者の 確 認 に係 る

留意 事項 等に つい て（ 府政 共生 第  859号・ 26文科 初第  651号・ 雇児 発

0910第２ 号） 」に 関す る 御 説明 がご ざい まし た。 これ に対 して ，  

  調布 市子 ども 生活 部保 育課 保育 ・幼 稚園 係は ，こ の例 示に どの よ

うな 背景 ，理 由が ある こと を想 定し て， この 例示 通り の加 点方 法を

採用 して いる ので しよ うか ？  

との 質問 しま した が，  

  この 通知 の趣 旨と して 「現 在、 特に 保育 の需 要に 応ず るに 足り る

保育 所等 が不 足し てい る市 町村 にお いて は」 優先 利用 を定 めて おり ,

「利 用の 調整 を適 切に 行う ため ，優 先利 用に 関す る基 本的 考え 方を

明ら かに する もの であ るこ と」 が挙 げら れて おり ます ので ，こ の通

知は ，待 機児 童の 発生 して いる 自治 体が ，優 先利 用の 事項 を定 め，

利用 者に 示す こと を求 めて いる もの と考 えて おり ます 。  

との 御回 答が あり ，例 示自 体の 作成 に関 する 根拠 のみ の回 答で ，例 示
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の内 容に つい ては これ まで 何度 も質 問し まし たが ，回 答が 得ら れて い

ない 状況 です 。  


